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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第51期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第52期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第51期

会計期間
自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日

自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日

自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日

売上高 (千円) 11,418,491 12,371,099 47,363,246

経常利益 (千円) 231,271 281,965 581,936

四半期(当期)純利益 (千円) 93,022 1,897 124,158

純資産額 (千円) 10,107,359 10,131,857 10,166,758

総資産額 (千円) 42,635,155 43,373,846 41,058,140

１株当たり純資産額 (円) 641.35 623.26 634.82

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 6.94 0.14 9.26

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ― 0.13 9.24

自己資本比率 (％) 20.1 19.2 20.7

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 674,696 △443,800 3,412,693

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △980,637 △527,886 △2,620,971

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △28,075 789,414 △1,298,625

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 2,430,103 2,069,216 2,238,564

従業員数 (名) 3,050 3,115 3,143

　(注)１　売上高には、消費税等は含まれておりません。

　　　２　当社は四半期連結財務諸表を作成しているため、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりま

せん。

　　　３　第51期第１四半期連結累計（会計）期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、新株予約権の残

高がありますが、期中平均株価が当該新株予約権の行使に際しての払込金額を下回り、希薄化効果を有しなく

なったため、記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている

事業の内容に重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成22年６月30日現在

従業員数(名)
3,115
(1,264)

(注) １　従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向

者を含む就業人員数であります。

２　従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の当第１四半期連結会計期間の平均雇用人員であります。

３　臨時従業員には、季節工、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み派遣社員を除いております。

　

(2) 提出会社の状況

平成22年６月30日現在

従業員数(名)
1,300
(105)

(注) １　従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員数であります。

２　従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の当第１四半期会計期間の平均雇用人員であります。

３　臨時従業員には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み派遣社員を除いております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第１四半期連結会計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 生産高(千円) 前年同四半期比（％）

　
車両分野 6,336,668 －

成形品事業 ＯＡ分野 1,161,241 －

　
通信機器分野 3,027,069 －

合計 10,524,979 －

(注) １　金額は、実際原価に基づき計算しております。
２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
３　その他の事業では、生産活動を行っておりません。

　
(2) 受注実績

成形品事業における受注から売上計上までの期間が１ヶ月以内であるため、記載を省略しております。

　また、その他の事業では受注生産を行っておりません。

　
(3) 販売実績

当第１四半期連結会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 販売高(千円) 前年同四半期比（％）

成形品事業

車両分野 7,104,083 －

ＯＡ分野 1,744,168 －

通信機器分野 3,255,174 －

小計 12,103,425 －

  その他の事業 267,673 －

合計 12,371,099 －

(注) １　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合
　

相手先

前第１四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

富士通㈱ 3,345,080 29.3 2,764,654 22.3

本田技研工業㈱ 1,089,016 9.5 1,425,693 11.5

スズキ㈱ 1,120,550 9.8 1,230,716 9.9

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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２ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結会計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等

又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

　
３ 【経営上の重要な契約等】

（当社と子会社の合併）

　当社は、平成22年５月14日開催の取締役会において、当社の平成22年６月25日開催の定時株主総会の承認

のもと、当社の連結子会社である明和アペックス株式会社と平成22年10月１日を合併期日として吸収合併

することを平成22年５月14日付けで決議し、同日付けで合併契約を締結しました。

　なお、平成22年６月25日開催の当社定時株主総会において、吸収合併契約承認議案が承認可決されました。

　詳細につきましては、「第５　経理の状況　１．四半期連結財務諸表　追加情報」を参照ください。

　
４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したものでありま

す。

　
(1)経営成績の分析

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、在庫調整の進展やアジアを中心とする海外の景気回

復を背景とした生産の増加などにより、回復基調が鮮明になりつつある一方で、欧州を中心とした財政不安

による景気の下振れ懸念や金融資本市場の不安定な動き及びデフレの影響など、景気を下押しするリスク

が存在しており、依然として先行きが不透明な状況で推移しました。

　当業界におきましても、個人消費の持ち直しによる当社顧客の生産活動が緩やかに回復する一方で、原油、

ナフサ価格の再上昇および為替変動の懸念材料もあり、引き続き厳しい事業環境となりました。

　このような状況下において、当第１四半期連結会計期間の売上高は、12,371,099千円（前年同期比8.3％

増）となりました。また、損益面では徹底した総原価低減活動の実施により、経常利益は281,965千円（前年

同期比21.9％増）となったものの、特別損失計上の影響により、税金等調整前四半期純利益は134,597千円

（前年同期比23.5％減）、四半期純利益は1,897千円（前年同期比98.0％減）となりました。

 

　セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

　①　成形品事業 

　車両分野は、海外市場（アセアン地域、中国）において景気回復による需要が拡大しており、国内市場にお

いては二輪部品事業では引き続き中・大型バイクの受注数量の伸び悩みがあるものの、四輪部品事業では

景気回復基調に支えられ堅調に推移しており、前年同期比増収となりました。また、ＯＡ分野においても、海

外市場においてパソコン筐体部品等の受注数量の増加により、前年同期比増収となりました。しかし、通信

機器分野においては、国内外での加飾、高剛性および防水対応技術による積極的な営業展開を実施したもの

の、市場における販売台数減少に伴う受注数量の減少などにより、前年同期比減収となりました。

　その結果、当事業区分の売上高は12,103,425千円、営業利益は223,265千円となりました。

　②　その他の事業 

　その他の事業では、移動通信機器等の販売を中心に積極的な事業展開を行ったものの、売上高は267,673千

円となりましたが、営業利益は31,058千円となりました。

　なお、参考までに記載すると所在地別セグメントは次のとおりであります。 

　①　日本 

　成形品事業、特に車両部品等の受注数量の増加により、売上高は9,449,931千円（前年同期比0.4％増）と

なりましたが、営業利益は118,629千円（前年同期比39.9％減）となりました。

　②　中国 
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　パソコン筐体部品等の受注数量の増加により、売上高は1,436,411千円（前年同期比43.6％増）となりま

したが、一時的な開発費用の発生により営業損失は31,884千円（前年同期比0.4％減）の計上となりまし

た。 

　③　東南アジア 

　インドネシアにおける車両部品等の受注数量の増加により、売上高は1,484,756千円（前年同期比47.4％

増）、営業利益は152,087千円（前年同期比519.1％増）となりました。 

 

(2)財政状態の分析

①　流動資産 

　当第１四半期連結会計期間末における流動資産合計は、21,481,469千円となり、前連結会計年度末と比べ

2,616,946千円増加しました。これは未収入金の増加（1,284,606千円増）が主な要因であります。

　②　固定資産  

　当第１四半期連結会計期間末における固定資産合計は、21,892,376千円となり、前連結会計年度末と比べ

301,240千円減少しました。これは投資有価証券の減少（209,839千円減）が主な要因であります。 

　③　流動負債 

　当第１四半期連結会計期間末における流動負債合計は、20,971,688千円となり、前連結会計年度末と比べ

2,308,046千円増加しました。これは短期借入金の増加（1,087,935千円増）が主な要因であります。 

　④　固定負債 

　当第１四半期連結会計期間末における固定負債合計は、12,270,300千円となり、前連結会計年度末と比べ

42,559千円増加しました。これは長期借入金の増加（118,193千円増）が主な要因であります。

　⑤　純資産 

　当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は、10,131,857千円となり、前連結会計年度末と比べ

34,900千円減少しました。これはその他有価証券評価差額金の減少（131,551千円減）が主な要因でありま

す。 

 

(3)資本の財源及び資金の流動性についての分析

 当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前第１四半期

連結会計期間末と比較して360,887千円減少し、2,069,216千円（前年同期比14.9％減）となりました。
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①営業活動によるキャッシュ・フロー 

　営業活動により使用した資金は443,800千円（前年同期は得られた資金674,696千円）となりました。増加

要因は主に、仕入債務の増加額1,127,955千円によるものです。減少要因は主に、未収入金の増加額

1,075,668千円、売上債権の増加額701,341千円、たな卸資産の増加額447,427千円等によるものです。

 

　②投資活動によるキャッシュ・フロー 

　投資活動により使用した資金は527,886千円（前年同期比46.1％減）となりました。これは主に、有形固定

資産の取得による支出444,583千円によるものです。 

 

　③財務活動によるキャッシュ・フロー 

　財務活動により得られた資金は789,414千円（前年同期は使用した資金28,075千円）となりました。増加

要因は短期借入金の純増減額1,066,401千円、長期借入れによる収入1,047,092千円、減少要因は主に、長期

借入金の返済による支出876,484千円、リース債務の返済による支出433,488千円等によるものです。

 

(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更

及び新たに生じた課題はありません。

 

(5)研究開発活動

当第１四半期連結会計期間の研究開発費の総額は17,896千円であります。

 

(6)経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

当第１四半期連結会計期間において、当社の経営成績に重要な影響を与える要因に重要な変化はありま

せん。

 

(7)経営者の問題意識と今後の方針について

当社グループの経営陣は、事業環境の変化を敏感に捉えるため、顧客との定期的な情報交換及び国内外の

情報の収集に努めております。また、当社グループは、永続的なグローバル展開を可能とするためには日本

国内の磐石な技術、営業及び生産の基盤が必要であるとの考え方から「国内で造り続ける企業」を標榜し

ており、国内外の連携を更に強化し、そのシナジー効果を最大限に発揮できる事業を展開していく所存であ

ります。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等に

ついて、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。

また、当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありま

せん。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 40,000,000

計 40,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成22年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年８月６日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 13,581,86013,581,860
大阪証券取引所
(ＪＡＳＤＡＱ市場)

単元株式数は
1,000株であります。

計 13,581,86013,581,860― ―

(注)　提出日現在の発行数には、平成22年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行

された株式数は、含まれておりません。

　

(2) 【新株予約権等の状況】

①平成13年改正旧商法第280条ノ20、第280条ノ21及び第280条ノ27の規定に基づき発行した新株予約権

は、次のとおりであります。

　

株主総会の特別決議日（平成16年11月26日）

　
第１四半期会計期間末現在
(平成22年６月30日)

新株予約権の数(個) 441

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 441,000

新株予約権の行使時の払込金額(円) 350

新株予約権の行使期間
平成18年12月１日～
平成24年11月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　　350
資本組入額　　175

新株予約権の行使の条件 (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するも
のとする。ただし、本新株予約権はストックオプションを
目的として発行されるものであることならびに新株予約
権者が新株予約権の行使時の非課税措置の適用を受け得
ることを要することに鑑み、「新株予約権割当契約書」に
おいて、譲渡ができないことを規定するものとする。
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代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

―

(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。

２　新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生

ずる１円未満の金額は切り上げる。
　

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率
　

又、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により１株当たりの払込金額

を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。
　

調整後払込金額＝調整前払込金額×

既発行株式数 ＋
新株発行株式数×１株当たり払込金額

新規発行前の時価

既発行株式数＋新規発行による増加株式数
　

なお、上記算式において「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を

控除した数とし、又、自己株式を処分する場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金

額」を「１株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

３　新株予約権の割り当てを受けたものは、権利行使時において、当社又は当社関係会社の取締役もしくは従業員

の地位を有しているものとする。ただし、定年もしくは任期満了による退任もしくは退職又は会社都合により

これらの地位を失った場合はこの限りではない。

新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。

新株予約権の割り当てを受けたものは、当社の普通株式が日本国内の証券取引所に上場するまで、新株予約権

を行使することができない。

その他の条件については、本総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象取締役及び従業員との間で締結

する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
　

②会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりでありま

す。

株主総会の特別決議日（平成20年６月25日）

　
第１四半期会計期間末現在 
(平成22年６月30日)

新株予約権の数(個) 474

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 474,000

新株予約権の行使時の払込金額(円) 189

新株予約権の行使期間
平成23年１月31日～
平成29年１月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　　189   (注)３

新株予約権の行使の条件 (注)４

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)５

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)６

新株予約権の取得条項に関する事項 (注)７

(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は、1,000株である。下記に定める付与

株式数の調整を行った場合は、調整後付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に調整される。また、付与株

式数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(普通株式の無償割当を含む。以下同じ。) または株式併合を

行う場合は、次の算式により調整される。ただし、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付

与株式数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については切り捨てる。 

 

　　　　　 調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率 

 

　また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。 
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２．新株予約権の割当日以降、以下の事由が生じた場合は、払込金額をそれぞれ調整する。 

① 当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整の 

結果生じる１円未満の端数は切り上げる。 

 

　
調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×

1

　 　分割または併合の比率

　 　 　 　 　 　
　　② 当社が時価を下回る金額で新株の発行または自己株式の処分(当社普通株式に転換される証券もしくは転換

できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)

の転換または行使の場合を除く。)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる１円未

満の端数は切り上げる。

　

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×

既発行株式数 ＋
新株発行株式数×１株当たり払込金額

　 時価

　 既発行株式数＋新規発行株式数

　　　なお、上記算式において「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除

した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替え

る。 

③ 当社が合併または会社分割を行う等、払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合

併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で払込金額を調整する。 

 

３．① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項

に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切

り上げる。 

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等

増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

 

４．① 新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社の取締役お

よび執行役員、従業員ならびに当社関係会社の取締役および従業員のいずれかの地位を有していることを要

する。ただし、任期満了による退任、定年または会社都合による退職、その他取締役会が正当な理由があると認

めた場合はこの限りではない。 

② 新株予約権の相続はこれを認めない。 

③ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当

契約に定めるところによる。 

 

５．譲渡による新株予約権の取得については当社取締役会の承認を要する。

６．当社が組織再編行為(合併については当社が合併により消滅する場合に限る。)をする場合において、組織再編

行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約

権者に対し、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)

の新株予約権を以下の条件に基づき交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社

は新株予約権を新たに発行する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸

収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場

合に限るものとする。 

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数 

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。 

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)１に準じて決定する。 

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注)２の③に従って定める調整後払込金

額に、上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる

金額とする。 

⑤ 新株予約権を行使することができる期間 

表中の「新株予約権の行使期間」の開始日または組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表

中の「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。 

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項 

(注)３に準じて決定する。 
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⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については再編対象会社の取締役会の承認を要する。 

⑧ 新株予約権の取得の事由および条件 

下記の(注)７に準じて決定する。 

 

７．① 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社

となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき当社株主総会で承認された場合

は、取締役会が別途定める日に、当社は新株予約権を無償にて取得することができる。 

② 当社は、新株予約権者が表中の「新株予約権の行使の条件」に規定する行使の条件に該当しなくなったこ

とにより権利を行使できなくなった場合または権利を放棄した場合は、新株予約権を無償にて取得すること

ができる。 

③ 当社はいつでも当社が取得し保有する新株予約権を無償にて消却することができる。 
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(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
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(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成22年６月30日 ― 13,581,860 ― 2,080,955 ― 1,767,387

　

　

(6) 【大株主の状況】

大量保有報告書の写しの送付がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりま

せん。

　

(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日(平成22年３月31日)に基づく株主名簿による記載

をしております。

① 【発行済株式】

平成22年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式

187,000
― ─

完全議決権株式(その他)
普通株式

13,298,000
13,298 ─

単元未満株式
普通株式

96,860
― ─

発行済株式総数 13,581,860― ―

総株主の議決権 ― 13,298 ―

　

　

EDINET提出書類

株式会社タカギセイコー(E00871)

四半期報告書

14/37



　

② 【自己株式等】

平成22年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社タカギセイコー

富山県高岡市二塚322-３ 187,000― 187,000 1.38

計 ― 187,000― 187,000 1.38

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成22年
　４月 　５月 　６月

最高(円) 300 392 420

最低(円) 229 265 362

(注)　最高・最低株価は、大阪証券取引所（ＪＡＳＤＡＱ市場）における株価を記載しております。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前第１四半期連結会計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日まで)及び前第１四半期連結

累計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当

第１四半期連結会計期間(平成22年４月１日から平成22年６月30日まで)及び当第１四半期連結累計期間

(平成22年４月１日から平成22年６月30日まで)は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成して

おります。

　

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期連結会計期間(平成21年４月１

日から平成21年６月30日まで)及び前第１四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表並びに当第１四半期連結会計期間(平成22年４月１日から平成22年６月30日

まで)及び当第１四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22年６月30日まで)に係る四半期連結財

務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により四半期レビューを受けております。

　なお、あずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成22年７月１日をもって有限責任 あずさ監査

法人となりました。　
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,295,949 2,472,360

受取手形及び売掛金 8,798,287 8,067,630

商品 25,170 25,632

製品 89,982 379,391

原材料 1,121,215 953,403

仕掛品 3,908,625 3,279,332

貯蔵品 153,554 200,713

繰延税金資産 351,500 323,497

未収入金 3,931,422 2,646,816

その他 806,928 516,911

貸倒引当金 △1,166 △1,166

流動資産合計 21,481,469 18,864,523

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※１
 4,839,592

※１
 4,904,855

機械装置及び運搬具（純額） ※１
 4,859,677

※１
 4,990,766

土地 5,358,969 5,358,969

建設仮勘定 292,583 122,369

その他（純額） ※１
 2,021,854

※１
 2,040,004

有形固定資産合計 17,372,675 17,416,965

無形固定資産

ソフトウエア 179,529 196,360

のれん 137,791 141,839

その他 147,738 146,990

無形固定資産合計 465,058 485,190

投資その他の資産

投資有価証券 1,362,255 1,572,094

出資金 137,066 139,357

繰延税金資産 1,876,427 1,808,341

その他 778,723 807,897

貸倒引当金 △99,830 △36,230

投資その他の資産合計 4,054,642 4,291,461

固定資産合計 21,892,376 22,193,617

資産合計 43,373,846 41,058,140
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 11,620,282 10,467,176

短期借入金 2,758,430 1,670,495

1年内返済予定の長期借入金 3,247,109 3,189,242

未払法人税等 83,554 89,102

賞与引当金 169,673 417,793

役員賞与引当金 － 10,989

その他 3,092,637 2,818,842

流動負債合計 20,971,688 18,663,642

固定負債

長期借入金 7,322,265 7,204,071

退職給付引当金 4,363,547 4,335,693

役員退職慰労引当金 145,285 185,390

資産除去債務 13,289 －

その他 425,913 502,584

固定負債合計 12,270,300 12,227,740

負債合計 33,241,988 30,891,382

純資産の部

株主資本

資本金 2,080,955 2,080,955

資本剰余金 1,767,387 1,767,387

利益剰余金 4,819,546 4,851,135

自己株式 △46,058 △45,413

株主資本合計 8,621,830 8,654,063

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △75,039 56,512

為替換算調整勘定 △199,762 △207,595

評価・換算差額等合計 △274,801 △151,083

新株予約権 11,079 9,124

少数株主持分 1,773,748 1,654,652

純資産合計 10,131,857 10,166,758

負債純資産合計 43,373,846 41,058,140
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年６月30日)

売上高 11,418,491 12,371,099

売上原価 10,087,301 10,852,264

売上総利益 1,331,189 1,518,835

販売費及び一般管理費 ※１
 1,149,844

※１
 1,263,807

営業利益 181,344 255,028

営業外収益

受取利息 2,527 4,603

受取配当金 14,663 14,858

為替差益 8,934 21,150

作業屑売却収入 8,420 19,346

助成金収入 92,143 40,416

その他 25,944 24,973

営業外収益合計 152,633 125,349

営業外費用

支払利息 81,795 71,324

その他 20,912 27,086

営業外費用合計 102,707 98,411

経常利益 231,271 281,965

特別利益

固定資産売却益 702 554

投資有価証券売却益 － 5

特別利益合計 702 560

特別損失

固定資産売却損 1,151 86

固定資産除却損 54,954 50,122

ゴルフ会員権評価損 － 19,142

持分変動損失 － 3,672

貸倒引当金繰入額 － 63,600

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 11,303

特別損失合計 56,106 147,928

税金等調整前四半期純利益 175,867 134,597

法人税等 ※２
 112,417

※２
 61,348

少数株主損益調整前四半期純利益 － 73,248

少数株主利益又は少数株主損失（△） △29,572 71,351

四半期純利益 93,022 1,897

EDINET提出書類

株式会社タカギセイコー(E00871)

四半期報告書

19/37



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 175,867 134,597

減価償却費 707,551 828,139

賞与引当金の増減額（△は減少） △390,012 △248,793

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △6,919 △10,989

退職給付引当金の増減額（△は減少） 35,951 26,111

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,634 △40,105

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 63,600

受取利息及び受取配当金 △17,190 △19,462

支払利息 81,795 71,324

為替差損益（△は益） △33,889 △29,310

持分法による投資損益（△は益） △6,346 6,166

投資有価証券売却損益（△は益） － △5

有形固定資産売却損益（△は益） 448 △467

ゴルフ会員権評価損 － 19,142

有形固定資産除却損 54,954 50,122

売上債権の増減額（△は増加） 188,584 △701,341

たな卸資産の増減額（△は増加） △440,631 △447,427

仕入債務の増減額（△は減少） △328,277 1,127,955

未収入金の増減額（△は増加） － △1,075,668

その他 813,347 △56,242

小計 839,869 △302,654

利息及び配当金の受取額 17,190 19,462

利息の支払額 △77,104 △75,652

法人税等の支払額 △105,260 △84,956

営業活動によるキャッシュ・フロー 674,696 △443,800

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △6,000 △2,000

定期預金の払戻による収入 14,000 17,200

有形固定資産の取得による支出 △1,012,503 △444,583

有形固定資産の売却による収入 15,393 1,537

無形固定資産の取得による支出 △12,914 △1,738

投資有価証券の取得による支出 △15,500 △26,105

投資有価証券の売却による収入 － 27

短期貸付金の増減額（△は増加） － △129,200

その他 36,887 56,977

投資活動によるキャッシュ・フロー △980,637 △527,886
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 914,120 1,066,401

長期借入れによる収入 － 1,047,092

長期借入金の返済による支出 △698,267 △876,484

リース債務の返済による支出 △194,292 △433,488

自己株式の取得による支出 － △645

配当金の支払額 △20,091 △33,485

少数株主への配当金の支払額 △25,566 △19,765

少数株主からの払込みによる収入 － 39,789

その他 △3,977 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △28,075 789,414

現金及び現金同等物に係る換算差額 79,672 12,923

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △254,343 △169,348

現金及び現金同等物の期首残高 2,684,447 2,238,564

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,430,103 2,069,216
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【継続企業の前提に関する事項】

当第１四半期連結会計期間(自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日)

該当事項はありません。

　

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　

当第１四半期連結会計期間
(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日)

１．会計処理基準に関する事項の変更

　「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

当第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号　平成20年３月10日公表分）

及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号　平成20年３月10日）を適

用しております。

　これにより、営業利益、経常利益、税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。

 

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号　平成20年３月31日）

及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用

しております。

　これにより、営業利益、経常利益が102千円、税金等調整前四半期純利益は11,406千円減少しております。また、当

会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は13,115千円であります。

 

「企業結合に関する会計基準」等の適用

当第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成20年12月26日）、

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）、「『研究開発費等に係る会計基

準』の一部改正」（企業会計基準第23号　平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準

第7号　平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号　平成20年12月26日）、「企業結

合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成20年12月26日）を

適用しております。
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【表示方法の変更】

　
当第１四半期連結会計期間

(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日)

（四半期連結損益計算書関係）

　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づき財務諸表等規則等の一

部を改正する内閣府令（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用に伴い、当第１四半期連結累計期間では、

「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　前第１四半期連結累計期間に営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました

「未収入金の増減額」については重要性が増加し、また四半期連結財務諸表の明瞭性を考慮した結果、当第１四半

期連結累計期間において区分掲記することに変更いたしました。

　なお、前第１四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めておりました「未収

入金の増減額」は237,842千円であります。

　

【簡便な会計処理】

　

当第１四半期連結会計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日)

１　原価差異の配賦方法

予定価格等を適用しているために原価差異が生じた場合、当該原価差異の棚卸資産と

売上原価への配賦を、年度決算と比較して簡便的に事業種類別の区分により実施する方

法によっております。

 

２　固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按

分して算定する方法によっております。

 

３　繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、か

つ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度におい

て使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっておりま

す。

 

４　経過勘定項目の算定方法

固定費的な要素が大きく、予算と実績の差異が僅少なものについては、合理的な算定方

法による概算額で計上する方法によっております。

 

５　未実現損益の消去

四半期連結会計期間末在庫高に占める当該棚卸資産の金額及び当該取引に係る損益率

を合理的に見積って計算しております。
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【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　

当第１四半期連結会計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日)

１　税金費用の計算

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に

見積もり、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法によっており

ます。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果

となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。

　なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。

　

【追加情報】

　
当第１四半期連結会計期間

(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日)

　当社は、平成22年５月14日開催の取締役会において、当社の平成22年６月25日開催の定時株主総会の承認のもと、

平成22年10月１日を期して、当社の100％子会社である明和アペックス株式会社（以下、「明和アペックス」とい

います。）を吸収合併（以下、「本合併」といいます。）することを決定いたしました。

(1)合併の目的

　明和アペックスは、当社の100％子会社であり、同社のほとんどの販売先が当社である状況を鑑み、今般、業務の効

率的な運営を図り、収益構造の強化を図ることを目的として、当社を存続会社として本合併を実施することと致し

ました。

(2)合併の要旨

　①合併の日程

　合併決議取締役会　　　 平成22年５月14日

　合併契約締結　　　　　 平成22年５月14日

　合併承認株主総会　　 　平成22年６月25日

　合併の予定日（効力発生日） 平成22年10月１日

※明和アペックスは、会社法第784条第１項の定めにより、本合併契約につき株主総会の承認を得ずに本合併を行

います。

　②合併の方式

　当社を存続会社とし、明和アペックスを消滅会社とする吸収合併方式です。明和アペックスは解散します。

　③合併に係る割当ての内容等

　明和アペックスは、当社の完全子会社であるため、本合併による新株式の発行及び資本金の増加はありません。

　④消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

　消滅会社である明和アペックスは、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。

　⑤会計処理の概要

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成20年12月26日）及び「企業結合会計基準及び事業分

離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準委員会　平成20年12月26日　企業会計基準適用指針第10号）に基

づき、共通支配下の取引として会計処理を適用いたします。

(3)合併する相手会社の概要（平成22年３月31日現在）

　①名称　　　　：明和アペックス株式会社

　②主要事業内容：プラスチック製品の製造、販売

　③資本金　　　：　300百万円

　④純資産　　　：　378百万円

　⑤総資産　　　：2,052百万円
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

当第１四半期連結会計期間末 
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末 
(平成22年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額　

　　　　　　　　　　　　　 　　26,218,038千円

 

※１　有形固定資産の減価償却累計額　

　　　　　　　　　　　　　 　　25,538,569千円

　

　２　連結会社以外の会社の金融機関からの借入等に対

し、次のとおり債務保証を行っております。

 
高岡ホンダ自販㈱ 585,725千円

御坊山観光開発㈱ 128,603千円

大連大顕高木模具有限公司 145,411千円

㈱アスティホリエ 2,792千円

射水ケーブルネットワーク㈱ 9,840千円

従業員(２名) 3,802千円

　　　　合計 876,174千円

 
　　　なお、共同保証における連帯保証については保証総額

を記載しております。

　　　大連大顕高木模具有限公司については他の連帯保証

人と合意した当社の負担割合は42％であります。

　２　連結会社以外の会社の金融機関からの借入等に対

し、次のとおり債務保証を行っております。

 
高岡ホンダ自販㈱ 616,578千円

御坊山観光開発㈱ 237,504千円

大連大顕高木模具有限公司 149,424千円

㈱アスティホリエ 4,508千円

射水ケーブルネットワーク㈱ 10,656千円

従業員(２名) 4,187千円

　　　　合計 1,022,858千円

 
　　　なお、共同保証における連帯保証については保証総

額を記載しております。

　　　大連大顕高木模具有限公司については他の連帯保証

人と合意した当社の負担割合は42％であります。
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(四半期連結損益計算書関係)

第１四半期連結累計期間

　

前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
  至　平成22年６月30日)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

　　　運賃及び荷造費　　　　　260,047千円

　　　給与及び手当　　　　　　319,042千円

　　　賞与引当金繰入額　　　　 48,776千円

　　　退職給付費用　　　　　　 20,012千円 

      役員退職慰労引当金繰入額　4,634千円

　　　役員賞与引当金繰入額 　　 2,238千円 

 

※２　法人税等調整額は法人税等に含めて表示して

　　　おります。

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

　　　運賃及び荷造費　　　　　366,937千円

　　　給与及び手当　　　　　　322,529千円

　　　賞与引当金繰入額　　　　 37,627千円

　　　退職給付費用　　　　　　 27,583千円 

      役員退職慰労引当金繰入額　3,766千円

　　　

　　　

※２　法人税等調整額は法人税等に含めて表示して

　　　おります。
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
  至　平成22年６月30日)

１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 

現金及び預金 2,501,653千円

　　　計 2,501,653千円

預入期間が３か月超の

定期預金
　△71,550千円

現金及び現金同等物 2,430,103千円
　

１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 

　　現金及び預金 2,295,949千円

　　　   計 2,295,949千円

　  預入期間が３か月超の

　　定期預金
△226,733千円

　　現金及び現金同等物 2,069,216千円
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(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計期間末（平成22年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間(自　平成22年４月１日

　至　平成22年６月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 13,581,860

　
２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 189,400

　
３　新株予約権等に関する事項

会社名
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数
（株）

当第１四半期 
連結会計期間末残高

（千円）

提出会社 ─ ─ 11,079

合計 ─ 11,079

　

４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年６月25日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 33,485 2.5平成22年３月31日 平成22年６月28日

　

　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

　
成形品事業
（千円）

その他の事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高 　 　 　 　 　

(1) 外部顧客に対する売上高 11,127,144291,34611,418,491 － 11,418,491

(2) セグメント間の内部
　　売上高又は振替高

12,297 22,325 34,622 (34,622) －

計 11,139,442313,67111,453,114(34,622)11,418,491

営業利益 150,764 29,876 180,641 703 181,344

(注)　１．事業区分は内部管理上採用している区分によっております。

　　　２．各事業の主な製品

　　　　(1)成形品事業　…車両（二輪・四輪）、建機等の車両機器部品

　　　　　　　　　　　　 プリンター、複写機等のＯＡ機器部品

　　　　　　　　　　　　 携帯電話筐体部品

　　　　(2)その他の事業…携帯電話を中心とする通信機器端末の販売、不動産賃貸

　　　　　　　　　　　　 損害保険の販売代理及び人材派遣業等
　

【所在地別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

　
日本
（千円）

中国
（千円）

東南アジア
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高 　 　 　 　 　 　

(1) 外部顧客に対する売上高9,410,9501,000,1011,007,43911,418,491 － 11,418,491

(2) セグメント間の内部
    売上高又は振替高

135,894126,397 999 263,292(263,292) －

計 9,546,8451,126,4981,008,43911,681,783(263,292)11,418,491

営業利益又は損失
（損失は△）

197,312△32,017 24,566189,861(8,516)181,344

(注)　１．国又は地域は、地理的近接度によっております。

　　　２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域

　　　　　(1)中国…中華人民共和国、香港

　　　　(2)東南アジア…インドネシア、タイ

　

【海外売上高】

前第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

　
中国
（千円）

欧米
（千円）

東南アジア
（千円）

計
（千円）

Ⅰ　海外売上高 523,619 2,142 1,113,6261,639,389

Ⅱ　連結売上高 － － － 11,418,491

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

4.6 0.0 9.8 14.4

(注)　１．国又は地域は、地理的近接度によっております。

　　　２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1)中国…中華人民共和国、香港他

(2)欧米…米国、アイルランド、スペイン、フィンランド他

(3)東南アジア…インドネシア、タイ他

　　　３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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【セグメント情報】

　(追加情報)

　当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号　平

成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第

20号  平成20年３月21日)を適用しております。

　

１  報告セグメントの概要

当社グループのセグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取

締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となってい

るものであります。

 当社グループは、本社に製品本部、管理本部、品質保証本部を置き、取り扱う製品・サービスに

ついて国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

 したがって、当社グループは、製品、サービスの内容及び顧客の種類等により、「成形品事

業」、「その他の事業」の２つを報告セグメントとしております。各報告セグメントに属する主要

な製品は次のとおりであります。

　　成形品事業　・・・車両（二輪・四輪）、建機等の車両機器部品

　　　　　　　　　 　 　プリンター、複写機等のＯＡ機器部品

　　　　　　　　 　　 　携帯電話筐体部品

　　その他の事業・・・携帯電話を中心とする通信機器端末の販売、不動産賃貸、

　　　　　　　　　　　　損害保険の販売代理及び人材派遣業等

　

２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日)

　 報告セグメント
合計
（千円）　

成形品事業
（千円）

その他の事業
（千円)

売上高 　 　 　

　外部顧客への売上高 12,103,425 267,673 12,371,099

　セグメント間の内部売上高又は振替高 9,776 18,257 28,033

計 12,113,201 285,930 12,399,132

セグメント利益 223,265 31,058 254,323

　

なお、参考までに記載すると所在地別セグメントにおいては次のようになります。

　
日本
（千円）

中国
（千円）

東南アジア
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高 　 　 　 　 　 　

　外部顧客に対する売上高 9,449,9311,436,4111,484,75612,371,099 - 12,371,099

　セグメント間の内部売上高又は
振替高

68,477286,4411,693356,612(356,612) -

計 9,518,4091,722,8531,486,45012,727,712(356,612)12,371,099

セグメント利益又は損失
（損失は△）

118,629△31,884152,087238,83116,196255,028

(注)　１．国又は地域は、地理的近接度によっております。

　　　２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域

　　　　　(1)中国…中華人民共和国、香港

　　　　(2)東南アジア…インドネシア、タイ

　

３  報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容(差異調整に関する事項)
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利益 金額　（千円）

報告セグメント計 254,323

セグメント間取引消去 705

四半期連結損益計算書の営業利益 255,028

　

　

(金融商品関係)

金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変

動がありません。

　

(有価証券関係)

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変

動がありません。

　
(デリバティブ取引関係)

デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変

動がありません。

　
(ストック・オプション等関係)

ストック・オプションを付与しておりますが、四半期連結財務諸表への影響額は、重要性が乏しいため

記載しておりません。

　また、当四半期連結会計期間において付与したストック・オプションはありません。

　
(企業結合等関係)

該当事項はありません。

　

(資産除去債務関係)

　貸借対照表に計上している以外の資産除去債務

当社は、支店、営業所及び出張所の不動産賃借契約により、支店、営業所及び出張所の退去時における

原状回復に係る債務を有しておりますが、当該債務に関連する賃借資産の使用期間が明確でなく、将

来、支店、営業所及び出張所を移転する予定もないことから、資産除去債務を合理的に見積もることが

できません。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。

　

(賃貸等不動産関係)

　賃貸等不動産の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著し

い変動がありません。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

　 　

　 623円26銭
　

　 　

　 634円82銭
　

　

２  １株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益
　

前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年６月30日)

１株当たり四半期純利益 ６円94銭１株当たり四半期純利益 ０円14銭

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額について
は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しなため記載し
ておりません。

　 　

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 － 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ０円13銭

(注)　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎
　

項目
前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日 
 至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間 
(自　平成22年４月１日 
 至　平成22年６月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 93,022 1,897

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に係る四半期純利益(千円) 93,022 1,897

普通株式の期中平均株式数(千株) 13,394 13,393

四半期純利益調整額(千円) － －

普通株式増加数(千株) － 197

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当
たり四半期純利益の算定に含まれなかった潜在株
式について前連結会計年度末から重要な変動があ
る場合の概要

－ －
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(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

(リース取引関係)

所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のものに

ついては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行っておりますが、当四半期連結会計期間におけ

るリース取引残高は前連結会計年度末に比べて著しい変動が認められないため、記載しておりません。
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２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

EDINET提出書類

株式会社タカギセイコー(E00871)

四半期報告書

35/37



独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成21年８月７日

株式会社タカギセイコー

取締役会  御中

　

あずさ監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    浜　　田　　　　　亘    ㊞

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    藤　　田　　利　　弘    ㊞

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    金　　田　　栄　　悟    ㊞

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社タカギセイコーの平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期

間(平成21年４月１日から平成21年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成

21年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び

四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責

任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することに

ある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社タカギセイコー及び連結子会社の平

成21年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成22年８月６日

株式会社タカギセイコー

取締役会  御中

　

有限責任 あずさ監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　浜　田　　　亘   ㊞

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　藤　田　利　弘   ㊞

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　金　田　栄　悟   ㊞

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社タカギセイコーの平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期

間(平成22年４月１日から平成22年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成

22年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び

四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責

任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することに

ある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社タカギセイコー及び連結子会社の平

成22年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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